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○ 経営体育成基盤整備事業 王沢地区15

○ 経営体育成基盤整備事業 大里地区16

○ 経営体育成基盤整備事業 石森地区17

○ 経営体育成基盤整備事業 日根牛地区18

○ 気仙沼漁港 広域漁港整備事業（特定）19

○ 波路上漁港 広域漁港整備事業（特定）20

○ 石巻漁港 広域漁港整備事業（特定）21

○ 日門漁港 広域漁港整備事業（一般）24

○ 伊里前漁港 広域漁港整備事業（一般）25

○ 寄磯漁港 広域漁港整備事業（一般）26

○ 福貴浦漁港 広域漁港整備事業（一般）27

○ 磯崎漁港 広域漁港整備事業（一般）28

○ 閖上漁港 広域漁港整備事業（一般）29

○ 渡波漁港 広域漁港整備事業（一般）30

○ 塩釜漁港 広域漁港整備事業（一般）31

○ 狐崎漁港 地域水産物供給基盤整備事業32

○ 荒浜漁港 地域水産物供給基盤整備事業33

（以上３０事業）

２ 「事業継続」とした県の評価に対し， とする事業条件を付して妥当

○ 川内沢ダム建設事業6

(1) 流域委員会に客観的かつ十分な資料を提出し，治水・利水計画上のダムの必要性

について，代替案との比較を含めた同委員会での検討結果を踏まえ，整備計画を策

定すること。

(2) 流域委員会での検討状況を，公共事業評価部会へ報告すること。

○ 鮎川漁港 広域漁港整備事業（特定）22

(1) 南防波堤の整備については，避難港としての位置付けの再検討も含め，国，地元

関係者との事業調整を十分に行い，整備計画を再検討すること。

(2) 整備計画が確定した段階で，公共事業評価部会へ検討結果を報告すること。

○ 松岩漁港 広域漁港整備事業（一般）23

(1) 道路橋及び関連する臨港道路の整備については，地域生活を支える道路としての

効果も考慮し，漁港と主要地方道気仙沼唐桑線とのアクセス道路も含めて，気仙沼

市と十分に事業調整を行い，整備計画を再検討すること。

(2) 整備計画が確定した段階で，公共事業評価部会へ検討結果を報告すること。

（以上３事業）
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（別紙）

１ 審議対象事業の実施に関する意見

○ 石巻港港湾環境整備事業（廃棄物埋立護岸）8

本事業の廃棄物埋立護岸前面に計画されている国の直轄事業である－１２ｍ岸壁

との事業調整により，コスト縮減を検討すること。

○ 福貴浦漁港 広域漁港整備事業（一般）27

東防波堤の延伸施工にあたっては，港内静穏度向上の効果を十分に検証した上で

実施すること。

○ 閖上漁港 広域漁港整備事業（一般）29

アカガイ等の漁獲量減少の要因と言われている貧酸素水の原因究明に努めるこ

と。

２ 今後の事業の実施に関する意見

（１）ダム事業

ダムの計画及びその施工に当たっては，改変部分における自然の復元など，環境

保全に最大限配慮すること。

（２）港湾・漁港・海岸事業等

浚渫土砂の処理と海浜の擁護という県全体のシステムについて，検討すること。

（３）街路事業

都市計画道路の整備計画作成に当たっては，整備目的の明確化と広域ネットワー

クでの交通流動変化を検討すること。

（４）農業農村整備事業

経営体育成基盤整備事業の事業効果を実現するため，なお一層ソフト対策を推進

すること。

（５）水産基盤整備事業

漁港整備事業と漁業振興対策の連携を密にして，事業の投資効果を上げるように

努めること。

３ 今後の公共事業再評価の実施に関する意見

再評価時点において事業調整中の部分についても，将来の費用及び効果の変化が見込

まれるものについては，可能な限り評価に含めること。
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